
（証券コード：8964）

（発信日）2026年３月６日
（電子提供措置の開始日）2026年３月４日

投 資 主 各 位
東京都中央区銀座六丁目８番７号

執行役員 市 川 俊 英

第11回投資主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、本投資法人の第11回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

通知申し上げます。

　なお、本投資主総会へのご出席に代えて書面により議決権を行使することもで

きますので、その場合には、お手数ながら後記の「投資主総会参考書類」をご検

討いただき、同封の議決権行使書面に賛否をご記入のうえ、2026年３月25日（水

曜日）午後５時までに到達するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

　また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第

198号。その後の改正を含みます｡）（以下「投信法」といいます。）第93条第１

項の規定に基づき、現行規約第14条第１項において、「投資主が投資主総会に出

席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提

出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する

趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するもの

とみなす」旨、同条第２項において、「前項の規定に基づき議案に賛成するもの

とみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入す

る」旨、同条第３項において、一定の事項に係る議案の決議には同条第１項及び

第２項を適用しない旨を定めております。

　従いまして、投資主様が当日本投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権

行使書面による議決権の行使をなさらない場合、現行規約第14条第３項に定める

各事項に係る議案を除き、本投資主総会における各議案について、出席した投資

主様の議決権の数に算入され、かつ、賛成するものとみなしてお取扱いすること

になりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

＜本投資法人現行規約抜粋＞

第14条（みなし賛成）

1.　投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投

資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合にお

いて、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれを

も除く。）について賛成するものとみなす。

2.　前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の

数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
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3.　前二項の規定は、以下の各事項に係る議案の決議には適用しない。

(1)執行役員、監督役員又は会計監査人の解任

(2)規約の変更（ただし、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限

る。）

(3)解散

(4)資産運用会社による資産運用委託契約の解約に関する同意

(5)本投資法人による資産運用委託契約の解約

なお、本投資主総会の招集に際しては、投資主総会参考書類等の内容である

情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネッ

ト上の本投資法人ウェブサイトに「第11回投資主総会招集ご通知」として掲載

しておりますので、以下の本投資法人ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認

くださいますようお願い申し上げます。また、本投資主総会につきましては、

書面交付請求の有無にかかわらず、全ての投資主様に対して書面により投資主

総会参考書類をお送りしております。

本投資法人ウェブサイト

https://www.frontier-reit.co.jp/ja/investor/meeting.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）の

ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場

会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（投資法人名）又は証券コードを

入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」、「投資主総会招集通

知／投資主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げ

ます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

さらに、電子提供措置事項は、上記各ウェブサイトのほか、株式会社プロネ

クサスのウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の株式会社プロネクサ

スのウェブサイトにアクセスして、ご確認くださいますようお願い申し上げま

す。

株式会社プロネクサスウェブサイト

https://d.sokai.jp/8964/teiji/

敬　具
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１．日 時 2026年３月26日（木曜日）午後２時

（受付開始時刻は午後１時30分を予定しております。）

２．場 所 東京都千代田区大手町一丁目２番１号

Otemachi One 三井物産ビル４階

「大手町三井カンファレンス」Room7.8

末尾の「第11回投資主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

３．投資主総会の目的事項

決 議 事 項

第１号議案 規約一部変更の件（その１）

第２号議案 規約一部変更の件（その２）

第３号議案 規約一部変更の件（その３）

第４号議案 規約一部変更の件（その４）

第５号議案 執行役員１名選任の件

第６号議案 監督役員３名選任の件

第７号議案 補欠執行役員２名選任の件

 

前回の投資主総会と開催場所が異なりますので、ご来場の際は

末尾の「第11回投資主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、

お間違えのないようお願い申し上げます。

記

以　上

（お願い）◎ 当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受

付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

　　　　　◎　介助が必要な投資主様は、介助者を1名に限り同伴してご入場い

ただくことができますので、同伴をご希望の場合は、当日会場受

付にお申し出ください。ただし、ご同伴の方につきましては、議

決権を有する投資主様である場合を除き、会場内では介助者とし

ての言動に制限されます。また、その他ご出席にあたりお手伝い

を必要とされる場合は、当日会場受付にお申し出ください。

◎ 代理人がご出席の際は、代理権を証する書面を議決権行使書面と

共に会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます（代

理人の資格は、現行規約第12条の定めにより、本投資法人の議決

権を有する他の投資主様１名に限ります。）。

◎ ご出席に当たり、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださ

いますようお願い申し上げます。

　　　　　◎　ご返送いただいた議決権行使書面において、各議案につき賛否の

表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱い

ます。
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　　　　　◎　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の本

投資法人ウェブサイト、東証ウェブサイト及び株式会社プロネク

サスのウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を

掲載いたしますので、ご了承ください。

　　　　　◎ 当日は、本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資

法人の資産運用会社である三井不動産フロンティアリートマネジ

メント株式会社による「運用状況報告会」を開催する予定です。

併せてご参加くださいますようお願い申し上げます。

◎ 本投資主総会及びその後の「運用状況報告会」にご出席の投資主

の皆様へのお土産のご用意はございません。

　　何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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現 行 規 約 変 更 案

第16条　（投資主総会議事録） 第16条　（投資主総会議事録）

投資主総会に関する議事については、議

事の経過の要領及びその結果その他の法

令に定める事項を記載した議事録を作成

する。

投資主総会に関する議事については、議

事の経過の要領及びその結果その他の法

令に定める事項を記載又は記録した議事

録を作成する。

第23条　（役員会議事録） 第23条　（役員会議事録）

役員会に関する議事については、議事の

経過の要領及びその結果その他の法令に

定める事項を記載した議事録を作成し、

出席した役員がこれに署名又は記名押印

する。

役員会に関する議事については、議事の

経過の要領及びその結果その他の法令に

定める事項を記載又は記録した議事録を

作成し、出席した役員がこれに署名、記

名押印又は電子署名する。

第27条　（会計監査人の報酬の支払基準） 第27条　（会計監査人の報酬の支払基準）

会計監査人の報酬は、監査の対象となる

決算期毎に1,500万円を上限とし、役員

会で決定する金額を、投信法その他の法

令に基づき必要とされる全ての監査報告

書の受領後、会計監査人の請求を受けて

から3か月以内に支払うものとする。

会計監査人の報酬は、監査の対象となる

決算期毎に1,500万円を上限とし、役員

会で決定する金額を、投信法その他の法

令に基づき必要とされるすべての監査報

告書の受領後、会計監査人の請求を受け

てから3か月以内に支払うものとする。

投資主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　規約一部変更の件（その１）

1.　変更の理由

（1）事務の効率化及び合理化を図るとともに、柔軟な運営体制を整備するた

め、投資主総会及び役員会の議事録を電磁的記録にて作成できるよう関

連規定を変更するものです（変更案第16条、第23条）。

（2）投信法及び投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。そ

の後の改正を含みます。）の改正により、「出資総額等の合計額」の定

義が規定されたことに伴い、本投資法人の規約における「利益」の定義

をより明確にすることを目的として、引用条文の追加及び必要な変更を

行うものです（変更案第37条(1)①）。

（3）その他、必要な字句の修正等を行うものです。

2.　変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。
（下線は変更部分）
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現 行 規 約 変 更 案

第37条　（金銭の分配の方針） 第37条　（金銭の分配の方針）

本投資法人は、原則として以下の方針に

基づき分配を行うものとする。

（１）利益の分配

①　投資主に分配する金銭の総額のう

ち、投信法に定める利益の金額は、貸借

対照表上の純資産額から出資総額等の合

計額を控除した金額をいい、その金額は

わが国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の慣行に準拠して計算され

るものとする。

②　分配金額は、原則として租税特別措

置法第67条の15第1項（以下「投資法人

に係る課税の特例規定」という。）に規

定する本投資法人の配当可能利益の額の

100分の90に相当する金額（法令改正等

により当該金額の計算に変更があった場

合には変更後の金額とする。以下本条に

おいて同じ。）を超えて本投資法人が決

定する金額とする。

なお、本投資法人は、運用資産の維持又

は価値向上に必要と認められる長期修繕

積立金、支払準備金、分配準備積立金並

びにこれらに類する積立金及び引当金等

のほか必要な金額を積み立て、又は留保

その他の処理を行うことができる。

（２）～（５）（省略）

本投資法人は、原則として以下の方針に

基づき分配を行うものとする。

（１）利益の分配

①　投資主に分配する金銭の総額のう

ち、利益（投信法第136条第1項に規定す

る利益をいう。本条において以下同

じ。）の金額は一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に従って計算される

ものとする。

②　分配金額は、原則として租税特別措

置法第67条の15第1項に規定する本投資

法人の配当可能利益の額の100分の90に

相当する金額（法令改正等により当該金

額の計算に変更があった場合には変更後

の金額とする。以下本条において同

じ。）を超えて本投資法人が決定する金

額とする。

なお、本投資法人は、運用資産の維持又

は価値向上に必要と認められる長期修繕

積立金、支払準備金、分配準備積立金並

びにこれらに類する積立金及び引当金等

のほか必要な金額を積み立て、又は留保

その他の処理を行うことができる。

（２）～（５）（現行どおり）
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現 行 規 約 変 更 案

第１条　（商号） 第１条　（商号）

本投資法人は、フロンティア不動産投

資法人と称し、英文ではFrontier 

Real Estate Investment Corporation

と表示する。

本投資法人は、三井不動産商業ファン

ド投資法人と称し、英文ではMitsui 

Fudosan Retail Fund Investment 

Corporationと表示する。

（新設） 第11章　附則

（新設） 第40条　（改正の効力発生）

１．第1条に係る改正は、2026年7月1日に

効力を生じる。なお、本項は、当該改

正の効力発生日経過後に、これを削除

する。

第２号議案　規約一部変更の件（その２）

1.　変更の理由

（1）三井不動産株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下「三井不動産

グループ」といいます。）は、商業施設事業をはじめ、オフィスビル事

業、住宅事業、物流施設事業及びホテル・リゾート事業など、幅広い事

業に取り組み、様々なサービスを提供する日本有数の不動産会社グルー

プであり、商業施設事業においては国内有数の商業デベロッパー兼オペ

レーターとして、日本全国で数多くの商業施設の開発・運営を行ってい

ます。本投資法人は、中長期にわたり安定的な分配金の配当を行うこと

を基本方針とし、三井不動産グループから商業施設運営のノウハウの提

供を受けることにより、ポートフォリオの安定性と成長性の両立と、三

井不動産グループが開発・運営を手がける多種多様な商業施設の取得に

よる継続的な外部成長を目指しています。

上記の基本方針に加えて、2024年１月から新たな少額投資非課税制度

（新NISA）が開始されたことも踏まえ、本投資法人の更なる名前の浸透

及びブランドイメージの一層の向上を図るため、本投資法人の商号に、

三井不動産の名前を冠する変更を行うものです（変更案第１条）。

（2）上記（1）の本投資法人の商号変更を、2026年７月１日から効力を生ず

ることとするため、附則において、その旨を規定するものです（変更案

第40条第１項）。

2.　変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分）
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現 行 規 約 変 更 案

第29条　（投資態度） 第29条　（投資態度）

１．本投資法人が投資対象とする不動産

等及び不動産対応証券（第30条第2項に

定義する。以下同じ。）の裏付資産は、

主として郊外型商業施設及び都心型商業

店舗ビル等の用途に供されているものと

する。

１．本投資法人が投資対象とする不動産

関連資産（不動産同等物（第30条第2項

に定義する。）及び不動産対応証券（第

30条第2項に定義する。）を総称してい

う。以下同じ。）は、その本体をなす不

動産又はその裏付けとなる不動産が、主

として郊外型商業施設及び都心型商業店

舗ビル等の用途に供されているものとす

る。ただし、海外不動産保有法人（第30

条第1項(5)に定義する。）の発行済株式

については、その裏付けとなる不動産が

海外において主として商業施設の用途に

供されているものとする。

２．本投資法人は、不動産等及び不動産

対応証券（以下、これらを併せて「不動

産関連資産」という。）へ投資するにあ

たり、地域経済及び賃貸市況の変動並び

に地震等のリスクを軽減することによ

り、キャッシュ・フローの安定化を図る

ことを目的として、地域的分散投資を行

うものとする。

２．本投資法人は、不動産関連資産へ投

資するにあたり、地域経済及び賃貸市況

の変動並びに地震等のリスクを軽減する

ことにより、キャッシュ・フローの安定

化を図ることを目的として、地域的分散

投資を行うものとする。

３．～４．（省略） ３．～４．（現行どおり）

第３号議案　規約一部変更の件（その３）

1.　変更の理由

（1）将来、投資主価値の向上の実現に資すると判断される場合に、本投資法

人が海外不動産保有法人の発行済株式その他の外国の法令に基づき又は

外国の法令に準拠して組成された不動産関連資産へ投資することを可能

とするため、関連する規定について必要な規定の追加、不要となる規定

の削除その他の修正等を行うものです（変更案第29条、第30条、第31

条、第34条）。

（2）投資主価値の向上の実現に資すると判断される場合の不動産関連資産へ

の投資における選択肢を確保するため、不動産関連資産への投資に附随

して投資することができる資産を追加するものです（変更案第30条第４

項）。

（3）その他、規定内容の明確化等を行うものです。

2.　変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分）
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現 行 規 約 変 更 案

第30条　（資産運用の対象とする特定資産

の種類、目的及び範囲）

第30条　（資産運用の対象とする特定資産

の種類、目的及び範囲）

１．本投資法人は、主として次に掲げる

特定資産（以下総称して「不動産等」と

いう。）に投資を行う。

１．本投資法人は、主として次に掲げる

特定資産（以下総称して「不動産等」と

いう。）に投資を行う。

（１）～（４）　（省略） （１）～（４）　（現行どおり）

（新設） （５）投信法施行規則第221条の2第1項に

規定する法人（以下「海外不動産保有

法人」という。）の発行済株式（当該

発行済株式（当該海外不動産保有法人

が有する自己の株式を除く。）の総数

に投信法施行規則第221条に規定する率

を乗じて得た数を超えて取得する当該

発行済株式に限る。）

２．本投資法人は、不動産等のほか、次

に掲げる特定資産に投資をすることがで

きる。なお、不動産等と本項(1)乃至(3)

に掲げる資産を総称して「不動産同等

物」といい、また、資産の2分の1を超え

る額を不動産同等物に投資することを目

的とする本項(4)乃至(7)に掲げる資産を

総称して「不動産対応証券」という。

２．本投資法人は、不動産等のほか、次

に掲げる特定資産に投資をすることがで

きる。なお、不動産等と本項(1)乃至(5)

に掲げる資産を総称して「不動産同等

物」といい、また、資産の2分の1を超え

る額を不動産同等物に投資することを目

的とする本項(6)乃至(10)に掲げる資産

を総称して「不動産対応証券」という。

（１）～（３）　（省略） （１）～（３）　（現行どおり）

（新設） （４）外国の法令に基づく不動産、不動産

の賃借権若しくは地上権又は外国の法

令に準拠して組成された不動産、不動

産の賃借権若しくは地上権のみを信託

する信託の受益権若しくは本項(1)乃至

(3)に掲げる資産

（新設） （５）投信法第194条第2項に規定する場合

において、海外不動産保有法人のう

ち、資産のすべてが不動産及び当該不

動産に係る金銭債権等である法人（外

国金融商品市場に上場されているもの

及び外国において開設されている店頭

売買金融商品市場に登録等をされてい

るものを除く。）が発行する株式又は

出資（ただし、不動産等に該当するも

のを除く。）
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現 行 規 約 変 更 案

（４）優先出資証券（資産の流動化に関す

る法律（平成10年法律第105号。その後

の改正を含む。）（以下「資産流動化

法」という。）第2条第9項に定めるも

のをいう。）

（６）優先出資証券（資産の流動化に関す

る法律（平成10年法律第105号。その後

の改正を含む。）（以下「資産流動化

法」という。）第2条第9項に定めるも

のをいう。）

（５）受益証券（投信法第2条第7項に定め

るものをいう。）

（７）受益証券（投信法第2条第7項に定め

るものをいう。）

（６）投資証券（投信法第2条第15項に定

めるものをいう。）

（８）投資証券（投信法第2条第15項に定

めるものをいう。）

（７）特定目的信託の受益証券（資産流動

化法第2条第15項に定めるもの（前項

(4)、本項(1)又は(3)に掲げる資産に該

当するものを除く。）をいう。）

（９）特定目的信託の受益証券（資産流動

化法第2条第15項に定めるもの（前項

(4)、本項(1)又は(3)に掲げる資産に該

当するものを除く。）をいう。）

（新設） （10）外国の法令に準拠して組成された本

項(6)又は(9)に掲げる資産と同様の性

質を有する資産

３．　（省略） ３．　（現行どおり）

（１）～（７）　（省略） （１）～（７）　（現行どおり）

（新設） （８）外国の法令に準拠して組成された本

項(7)に掲げる資産と同様の性質を有す

る資産

（８）デリバティブ取引に係る権利（投信

法施行令第3条第2号に定めるものをい

う。）

（９）デリバティブ取引に係る権利（投信

法施行令第3条第2号に定めるものをい

う。）

４．本投資法人は、必要がある場合には

以下に掲げる資産（本項(5)及び(6)に掲

げる資産以外の資産については、不動産

同等物への投資に付随するものに限り、

本項(5)及び(6)に掲げる資産について

は、本投資法人が借入れを行うために必

要なものに限る。）に投資することがで

きる。

４．本投資法人は、必要がある場合には

以下に掲げる資産（本項(15)及び(16)に

掲げる資産以外の資産については、不動

産関連資産への投資に付随するものに限

り、本項(15)及び(16)に掲げる資産につ

いては、本投資法人が借入れを行うため

に必要なものに限る。）に投資すること

ができる。

（１）～（４）　（省略） （１）～（４）　（現行どおり）

（新設） （５）不動産関連資産に付随する器具備品

等の民法（明治29年法律第89号。その後

の改正を含む。）（以下「民法」とい

う。）上の動産（ただし、前項(6)に掲

げる資産を除く。）
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現 行 規 約 変 更 案

（新設） （６）著作権法（昭和45年法律第48号。そ

の後の改正を含む。）に定める著作権等

（新設） （７）民法上の組合の出資持分（ただし、

不動産、不動産の賃借権又は地上権を出

資することにより設立され、その賃貸、

運営又は管理等を目的としたものに限

る。）

（新設） （８）地役権

（新設） （９）資産流動化法に定める特定出資

（新設） （10）会社法（平成17年法律第86号。その

後の改正を含む。）に定める合同会社の

社員たる地位

（新設） （11）一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律（平成18年法律第48号。その後

の改正を含む。）に定める一般社団法人

の基金拠出者の地位（基金返還請求権を

含む。）

（新設） （12）信託財産として本項(1)乃至(3)及び

(5)乃至(11)に掲げる資産を信託する信

託の受益権

（新設） （13）各種保険契約に係る権利

（新設） （14）外国の法令に準拠して組成された本

項(7)又は(9)乃至(13)に掲げる資産と同

様の性質を有する資産

（５）中小企業等協同組合法（昭和24年法

律第181号。その後の改正を含む。）に

定める出資

（15）中小企業等協同組合法（昭和24年法

律第181号。その後の改正を含む。）に

定める出資

（６）信用金庫法（昭和26年法律238号。そ

の後の改正を含む。）に定める出資

（16）信用金庫法（昭和26年法律238号。

その後の改正を含む。）に定める出資

（７）その他不動産同等物への投資に付随

して取得が必要となる資産

（17）その他不動産関連資産への投資に付

随して取得が必要となる資産

５．　（省略） ５．　（現行どおり）
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現 行 規 約 変 更 案

第31条　（投資制限） 第31条　（投資制限）

１．　（省略） １．　（現行どおり）

２．本投資法人は、前条第3項(8)に掲げ

るデリバティブ取引に係る権利への投資

を、本投資法人に係る負債から生じる金

利変動リスクその他のリスクをヘッジす

ることを目的としてのみ行うものとす

る。

２．本投資法人は、前条第3項(9)に掲げ

るデリバティブ取引に係る権利への投資

を、本投資法人の運用資産又は負債から

生じる為替リスク、価格変動リスク、金

利変動リスクその他のリスクをヘッジす

ることを目的としてのみ行うものとす

る。

３．本投資法人は、国外に所在する不動

産並びに国外に所在する不動産を対象と

する不動産同等物（不動産を除く。）及

び不動産対応証券への投資は行わないも

のとする。

（削除）

４．本投資法人は、外貨建資産への投資

は行わないものとする。

（削除）

第34条　（資産評価の方法、基準及び基準

日）

第34条　（資産評価の方法、基準及び基準

日）

１．本投資法人の資産評価の方法及び基

準は、運用資産の種類毎に定めるものと

し、原則として以下のとおりとする。

１．本投資法人の資産評価の方法及び基

準は、運用資産の種類毎に定めるものと

し、原則として以下のとおりとする。

（１）第30条第1項(1)、(2)及び(3)に定め

る不動産、不動産の賃借権及び地上権

（１）第30条第1項(1)、(2)及び(3)に定め

る不動産、不動産の賃借権及び地上

権、並びに第30条第2項(4)に定める外

国の法令に基づく不動産、不動産の賃

借権及び地上権

取得価額から減価償却累計額を控除し

た価額により評価する。なお、建物及

び設備等についての減価償却額の算定

方法は定額法による。ただし、本投資

法人が採用する算定方法が合理的な理

由により適当ではないと判断する場合

でかつ投資者保護上、問題ないと合理

的に判断できる場合には、法令に従い

他の算定方法に変更することができる

ものとする。

取得価額から減価償却累計額を控除し

た価額により評価する。なお、建物及

び設備等についての減価償却額の算定

方法は定額法による。ただし、本投資

法人が採用する算定方法が合理的な理

由により適当ではないと判断する場合

でかつ投資者保護上、問題ないと合理

的に判断できる場合には、法令に従い

他の算定方法に変更することができる

ものとする。
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現 行 規 約 変 更 案

（２）第30条第1項(4)に定める不動産、不

動産の賃借権又は地上権のみを信託す

る信託の受益権

（２）第30条第1項(4)に定める不動産、不

動産の賃借権又は地上権のみを信託す

る信託の受益権、及び第30条第2項(4)

に定める外国の法令に準拠して組成さ

れた不動産、不動産の賃借権又は地上

権のみを信託する信託の受益権

信託財産が本項(1)に掲げる資産の場合

は本項(1)に従った評価を行い、金融資

産及び負債の場合は一般に公正妥当と

認められる企業会計の慣行に従った評

価をした上で、資産の合計額から負債

の合計額を控除して当該信託の受益権

の持分相当額を算定した価額により評

価する。

信託財産が本項(1)に掲げる資産の場合

は本項(1)に従った評価を行い、金融資

産及び負債の場合は一般に公正妥当と

認められる企業会計の慣行に従った評

価をした上で、資産の合計額から負債

の合計額を控除して当該信託の受益権

の持分相当額を算定した価額により評

価する。

（３）第30条第2項(1)に定める信託財産を

主として不動産、不動産の賃借権又は

地上権に対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益権

（３）第30条第2項(1)に定める信託財産を

主として不動産、不動産の賃借権又は

地上権に対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益権及

び第30条第2項(4)に定める外国の法令

に準拠して組成された第30条第2項(1)

に定める信託財産を主として不動産、

不動産の賃借権又は地上権に対する投

資として運用することを目的とする金

銭の信託の受益権

信託財産の構成資産が本項(1)に掲げる

資産の場合は、本項(1)に従った評価を

行い、金融資産及び負債の場合は一般

に公正妥当と認められる企業会計の慣

行に従った評価を行った上で、資産の

合計額から負債の合計額を控除して当

該信託の受益権の持分相当額を算定し

た価額により評価する。

信託財産の構成資産が本項(1)に掲げる

資産の場合は、本項(1)に従った評価を

行い、金融資産及び負債の場合は一般

に公正妥当と認められる企業会計の慣

行に従った評価を行った上で、資産の

合計額から負債の合計額を控除して当

該信託の受益権の持分相当額を算定し

た価額により評価する。
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（４）第30条第2項(2)に定める不動産に関

する匿名組合出資持分

（４）第30条第2項(2)に定める不動産に関

する匿名組合出資持分及び第30条第2項

(4)に定める外国の法令に準拠して組成

された第30条第2項(2)に定める不動産

に関する匿名組合出資持分

匿名組合出資持分の構成資産が本項(1)

乃至(3)に掲げる資産の場合は、それぞ

れに定める方法に従った評価を行い、

金融資産及び負債の場合は一般に公正

妥当と認められる企業会計の慣行に従

った評価を行った上で、資産の合計額

から負債の合計額を控除して当該匿名

組合出資の持分相当額を算定した価額

により評価する。

匿名組合出資持分の構成資産が本項(1)

乃至(3)に掲げる資産の場合は、それぞ

れに定める方法に従った評価を行い、

金融資産及び負債の場合は一般に公正

妥当と認められる企業会計の慣行に従

った評価を行った上で、資産の合計額

から負債の合計額を控除して当該匿名

組合出資の持分相当額を算定した価額

により評価する。

（５）第30条第2項(3)に定める信託財産を

主として不動産に関する匿名組合出資

持分に対する投資として運用すること

を目的とする金銭の信託の受益権

（５）第30条第2項(3)に定める信託財産を

主として不動産に関する匿名組合出資

持分に対する投資として運用すること

を目的とする金銭の信託の受益権及び

第30条第2項(4)に定める外国の法令に

準拠して組成された第30条第2項(3)に

定める信託財産を主として不動産に関

する匿名組合出資持分に対する投資と

して運用することを目的とする金銭の

信託の受益権

信託財産である匿名組合出資持分につ

いて本項(4)に従った評価を行い、金融

資産及び負債については一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行に従っ

た評価を行った上で、資産の合計額か

ら負債の合計額を控除して当該信託の

受益権の持分相当額を算定した価額に

より評価する。

信託財産である匿名組合出資持分につ

いて本項(4)に従った評価を行い、金融

資産及び負債については一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行に従っ

た評価を行った上で、資産の合計額か

ら負債の合計額を控除して当該信託の

受益権の持分相当額を算定した価額に

より評価する。

（６）第30条第2項(4)乃至(7)及び第30条

第3項(4)に定める有価証券

（６）第30条第1項（5）に定める海外不動

産保有法人に係る株式並びに第30条第2

項(5)乃至(10)及び第30条第3項(4)に定

める有価証券

当該有価証券の市場価格がある場合に

は、市場価格に基づく価額を用いる。

市場価格のない株式等は取得原価によ

り評価する。

当該有価証券の市場価格がある場合に

は、市場価格に基づく価額を用いる。

市場価格のない株式等は取得原価によ

り評価する。
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（７）　（省略） （７）　（現行どおり）

（８）第30条第3項(7)に定める金銭の信託

の受益権

（８）第30条第3項(7)に定める金銭の信託

の受益権及び第30条第3項(8)に定める

外国の法令に準拠して組成された第30

条第3項(7)に掲げる資産と同様の性質

を有する資産

投資運用する資産に応じて、本項(1)乃

至(7)及び(10)に定める当該投資資産の

評価方法に従い評価を行い、金融資産

及び負債の場合は一般に公正妥当と認

められる企業会計の慣行に従った評価

を行った上で、資産の合計額から負債

の合計額を控除して当該信託の受益権

の持分相当額を算定した価額により評

価する。

投資運用する資産に応じて、本項(1)乃

至(7)及び(10)に定める当該投資資産の

評価方法に従い評価を行い、金融資産

及び負債の場合は一般に公正妥当と認

められる企業会計の慣行に従った評価

を行った上で、資産の合計額から負債

の合計額を控除して当該信託の受益権

の持分相当額を算定した価額により評

価する。

（９）第30条第3項(8)に定めるデリバティ

ブ取引に係る権利

（９）第30条第3項(9)に定めるデリバティ

ブ取引に係る権利

①～②　（省略） ①～②　（現行どおり）

（10）　（省略） （10）　（現行どおり）

２．　（省略） ２．　（現行どおり）

３．本投資法人の資産評価の基準日は、

第36条に定める各決算期とする。ただ

し、第30条第2項(4)乃至(7)、第3項及び

第4項(4)に定める資産であって、市場価

格に基づく価額で評価できる資産につい

ては、毎月末とする。

３．本投資法人の資産評価の基準日は、

第36条に定める各決算期とする。ただ

し、第30条第2項(5)乃至(10)、第3項及

び第4項(4)に定める資産であって、市場

価格に基づく価額で評価できる資産につ

いては、毎月末とする。
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現 行 規 約 変 更 案

第11章　附則 第11章　附則

第40条　（改正の効力発生） 第40条　（改正の効力発生）

１．　（省略）

２．　（新設）

１．　（現行どおり）

２．別紙1に係る改正は、2026年7月1日に効

力を生じる。なお、本項は、当該改正の

効力発生日経過後に、これを削除し、前

項及び本項が削除された場合には、本章

を削除する。

第４号議案　規約一部変更の件（その４）

1.　変更の理由

（1）資産運用会社に対する資産運用報酬について、本投資法人の投資主の利

益と資産運用会社の利益の一体化を一層強化する体系とすることを目的

として、これまでの「運用報酬」に含まれていた本投資法人の総資産額

に対する運用報酬及び償却前営業利益に対する運用報酬を、それぞれ

「運用報酬Ⅰ」及び「運用報酬Ⅱ」とし、その上限料率等を変更し、ま

た、これまでの本投資法人の総資産額及び償却前営業利益のみに連動す

る運用報酬に加えて、「運用報酬控除前税引前当期純利益」を「本投資

法人の関連する営業期間に係る決算期における発行済投資口数」で除し

たいわゆる「１口当たり純利益（ＥＰＵ）」に連動する運用報酬を「運

用報酬Ⅲ」として追加する変更を行うものです（変更案「別紙1　資産

運用会社に対する資産運用報酬　①運用報酬Ⅰ」乃至同「③運用報酬

Ⅲ」）。

（2）資産運用会社に対する資産運用報酬について、多様な形態での資産の取

得及び譲渡による本投資法人のポートフォリオの成長余地を考慮し、不

動産等以外の不動産関連資産の取得及び譲渡についても取得報酬及び譲

渡報酬の対象となるよう、所要の変更を行うものです（変更案「別紙1　

資産運用会社に対する資産運用報酬　④取得報酬」及び同「⑤譲渡報

酬」）。

（3）上記（1）及び（2）の本投資法人の資産運用報酬体系の変更を、2026年

12月期の初日である2026年７月１日から効力を生ずることとするため、

附則において、その旨を規定するものです（変更案第40条第２項）。

2.　変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分。なお、「現行規約」は、第２号議案　規約一部変更の件（その２）に

係る規約変更の効力発生後のものを記載しています。）
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現 行 規 約 変 更 案

別紙1

資産運用会社に対する資産運用報酬

資産運用会社に支払う報酬の金額、計算

方法及び支払日はそれぞれ以下のとおり

とする。

①運用報酬

別紙1

資産運用会社に対する資産運用報酬

資産運用会社に支払う報酬の金額、計算

方法及び支払日はそれぞれ以下のとおり

とする。

①運用報酬Ⅰ

各営業期間毎に、本投資法人の総資産額

（注1）に年率（注2）0.3％を乗じた額

を上限とする金額を当該営業期間中に支

払い、また償却前営業利益（注3）に2％

を乗じた額を上限とする金額を関連する

営業期間に係る決算期以後3か月以内に

支払うものとする。

(注1)　「総資産額」とは、本投資法人

の関連する営業期間の直前の決算期付の

貸借対照表に記載された総資産額をい

う。

(注2)　1年を365日として、関連する営

業期間の実日数により日割り計算する

（1円未満切捨て）。

(注3)　「償却前営業利益」とは、本投

資法人の関連する営業期間における営業

収益から当該営業期間における営業費用

（減価償却費、総資産額に関する運用報

酬、償却前営業利益に関する運用報酬を

除く。）を減じた金額をいう。

各営業期間毎に、本投資法人の総資産額

（注1）に年率（注2）0.1％を乗じた額

を上限とする金額を、当該営業期間中に

支払うものとする。

(注1)　「総資産額」とは、本投資法人

の関連する営業期間の直前の決算期付の

貸借対照表に記載された総資産額をい

う。

(注2)　1年を365日として、関連する営

業期間の実日数により日割り計算する

（1円未満切捨て）。

（削除）

（新設） ②運用報酬Ⅱ

各営業期間毎に、本投資法人の償却前営

業利益（注3）に1％を乗じた額を上限と

する金額を、当該営業期間に係る決算期

以後3か月以内に支払うものとする。

(注3)　「償却前営業利益」とは、本投

資法人の関連する営業期間における営業

収益（不動産関連資産を譲渡した場合の

当該譲渡に関して本投資法人に帰属する

売却益を除く。）から当該営業期間にお

ける営業費用（減価償却費、運用報酬

Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ、不動産関

連資産を譲渡した場合の当該譲渡に関し

て本投資法人に帰属する売却損及びのれ

ん償却費を除く。）を減じた金額をい

う。
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現 行 規 約 変 更 案

（新設） ③運用報酬Ⅲ

各営業期間毎に、本投資法人の運用報酬

控除前税引前当期純利益（注4）に

EPU（注5）を乗じた金額に0.0023％（な

お、当該営業期間が6か月に満たない場

合 又 は6か 月 を 超 え る 場 合 に は 、

0.0023％に「183を当該営業期間の実日

数で除した数」を乗じた料率に調整す

る。）を乗じた額（運用報酬控除前税引

前当期純利益が零を下回る場合には、零

円とする。）を上限とする金額を、当該

営業期間に係る決算期以後3か月以内に

支払うものとする。

（注4）「運用報酬控除前税引前当期純利

益」とは、本投資法人の関連する営業期

間における運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運

用報酬Ⅲ控除前の税引前当期純利益（た

だし、のれん償却費を加算し、負ののれ

ん発生益を控除した後の金額とし、繰越

欠損金がある場合は、その全額を補填し

た後の金額とする。）をいう。

（注5）「EPU」とは、下記Aを下記Bで除

した金額をいう。

A：運用報酬控除前税引前当期純利益

B：本投資法人の関連する営業期間に係る

決算期における発行済投資口数（ただ

し、本投資法人が自己の投資口の取得を

行い、当該決算期において未処分又は未

消却の自己の投資口を保有する場合に

は、本投資法人の保有する自己の投資口

を除いた数をいうものとする。）

なお、2026年7月1日以降、本投資法人

の関連する営業期間までに本投資法人の

投資口の分割又は併合の効力が発生して

いる場合には、上記計算式によって得ら

れた金額に、各投資口の分割又は併合1

回につき下記に規定する係数を乗じた額

を当該営業期間に係る運用報酬Ⅲの上限

額とするものとする。

ⅰ 1：X の割合で本投資法人の投資口

の分割が行われている場合には、X

ⅱ Y：1 の割合で本投資法人の投資口

の併合が行われている場合には、Y分

の 1
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現 行 規 約 変 更 案

②取得報酬 ④取得報酬

本投資法人が取得する不動産等の取得代

金（なお、当該不動産等の取得に係る公

租公課その他取得にかかる費用を除

く。）に0.5％（ただし、資産運用会社

の利害関係人等取引規程に定める利害関

係人等からの取得は0.25％）を乗じた額

を上限とする金額を取得日（所有権移転

等の権利移転の効果が発生した日）の属

する月の翌月末までに支払うものとす

る。

本投資法人が取得する不動産関連資産の

取得価額（なお、当該不動産関連資産の

取得に係る公租公課その他取得にかかる

費用を除く。）に0.5％（ただし、資産

運用会社の利害関係人等取引規程に定め

る利害関係人等からの取得は0.25％）を

乗じた額を上限とする金額を、取得日

（所有権移転等の権利移転の効果が発生

した日）の属する月の翌月末までに支払

うものとする。

③譲渡報酬 ⑤譲渡報酬

本投資法人が譲渡する不動産等の譲渡代

金（なお、当該不動産等の譲渡に係る公

租公課その他譲渡にかかる費用を除

く。）に0.5％（ただし、資産運用会社

の利害関係人等取引規程に定める利害関

係人等への譲渡は0.25％）を乗じた額を

上限とする金額を譲渡日（所有権移転等

の権利移転の効果が発生した日）の属す

る月の翌月末までに支払うものとする。

本投資法人が譲渡する不動産関連資産の

譲渡価額（なお、当該不動産関連資産の

譲渡に係る公租公課その他譲渡にかかる

費用を除く。）に0.5％（ただし、資産

運用会社の利害関係人等取引規程に定め

る利害関係人等への譲渡は0.25％）を乗

じた額を上限とする金額を、譲渡日（所

有権移転等の権利移転の効果が発生した

日）の属する月の翌月末までに支払うも

のとする。

－ 19 －



氏 名
（生　年　月　日）

略 歴

いち

市　
かわ

川　
とし

俊　
ひで

英

（1954年9月27日）

1977年４月 三井不動産株式会社　入社

2003年４月 同社　六本木プロジェクト推進部長

2005年４月 同社　執行役員六本木プロジェクト推進部長

2005年８月 同社　執行役員東京ミッドタウン事業部長

2008年４月 同社　常務執行役員東京ミッドタウン事業部長

2009年４月 同社　常務執行役員アコモデーション事業本部長

2011年６月 同社　常務取締役常務執行役員アコモデーション

事業本部長

2013年４月 同社　取締役

2013年４月 三井ホーム株式会社　顧問

2013年６月 三井不動産株式会社　特任顧問

2013年６月 三井ホーム株式会社　代表取締役社長社長執行役

員

2018年10月 三井不動産株式会社　グループ上席執行役員

2019年４月 同社　顧問

2019年４月 三井ホーム株式会社　常任相談役

2019年６月 九州旅客鉄道株式会社　取締役

2023年６月　三井不動産株式会社　顧問　退任

　　　　　　三井ホーム株式会社　常任相談役　退任

2024年４月　本投資法人　執行役員就任（現任に至る）

2024年６月　九州旅客鉄道株式会社　取締役　退任

第５号議案　執行役員１名選任の件

　執行役員市川俊英は、2026年３月31日をもって任期満了となりますので、

2026年４月１日付で改めて執行役員１名の選任をお願いするものです。本議

案において、執行役員の任期は、現行規約第18条第２項本文の定めにより、

2026年４月１日より２年とします。

　なお、執行役員選任に関する本議案は、2026年２月16日開催の役員会にお

いて、監督役員の全員の同意によって提出するものです。

　執行役員候補者は次のとおりです。

・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有していません。

・上記執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。

・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般

を執行しています。

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要は次のとおりです。

本投資法人は、投信法第116条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に

起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することとなる一定の損害を当該保険

契約により填補することとしています。上記執行役員候補者は、現在、執行役員とし
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て当該保険契約の被保険者に含められており、また、上記執行役員候補者が執行役員

に就任した場合には、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなりま

す。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定で

す。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴

１

いい

飯　
だ

田　
こう

浩　
じ

司

（1956年９月10日）

1981年４月 監査法人朝日会計社（現　有限責任　

あずさ監査法人）　入社

1984年12月 公認会計士登録

1998年５月 朝日監査法人（現　有限責任　あず

さ監査法人）　社員

2007年５月 あずさ監査法人（現　有限責任　あ

ずさ監査法人）　代表社員

2010年７月 有限責任　あずさ監査法人　パート

ナー

2019年６月 有限責任　あずさ監査法人　退職

2019年７月 公認会計士飯田事務所開設（現在に

至る）

2020年４月 本投資法人　監督役員就任（現在に

至る）

第６号議案　監督役員３名選任の件

　監督役員飯田浩司、鈴木乃里子及び鈴木潤子の３名は、2026年３月31日を

もって任期満了となりますので、2026年４月１日付で改めて監督役員３名の

選任をお願いするものです。本議案において、監督役員の任期は、現行規約

第18条第２項本文の定めにより、2026年４月１日より２年とします。

　監督役員候補者は次のとおりです。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴

２

すず

鈴 
き

木　
の

乃 
り

里 
こ

子

（1957年12月29日）

1981年３月 監査法人中央会計事務所　入社

1989年３月 中央クーパースアンドライブランド

国際税務事務所（現　PwC税理士法

人）　入社

1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現　有限

責任　あずさ監査法人）　入社

1996年４月 公認会計士登録

2008年10月 あずさ監査法人（現　有限責任　あ

ずさ監査法人）　シニアマネージャ

ー

2015年９月 有限責任　あずさ監査法人　退職

2015年10月 有限責任　あずさ監査法人　非常勤

監査職員

2015年10月 鈴木乃里子公認会計士事務所開設

（現在に至る）

2020年３月 有限責任　あずさ監査法人　非常勤

監査職員　契約終了

2020年４月 本投資法人　監督役員就任（現在に

至る）

2021年６月 西松建設株式会社　社外取締役（監

査等委員）

2025年６月　西松建設株式会社　社外取締役（監

査等委員）　退任

３

すず

鈴
 

　
き

木　
じゅん

潤
 

　
こ

子

（1970年11月９日）

1999年４月 弁護士登録（東京弁護士会）

菊地・玉木法律事務所（現　菊地綜

合法律事務所）　入所

2005年４月 上智大学法科大学院　非常勤講師　

就任

2006年７月 菊地・玉木法律事務所（現　菊地綜

合法律事務所）　退所

2006年７月 北原法律事務所　入所（現在に至

る）

2015年３月 上智大学法科大学院　非常勤講師　

退任

2024年４月　本投資法人　監督役員就任（現在に

至る）

・上記監督役員候補者３名は、いずれも本投資法人の投資口を所有していません。

・上記監督役員候補者３名と本投資法人の間には、いずれも特別の利害関係はありませ

ん。
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・上記監督役員候補者３名は、いずれも、現在、本投資法人の監督役員として、本投資

法人の執行役員の職務執行全般を監督しています。

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要は次のとおりです。

本投資法人は、投信法第116条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に

起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することとなる一定の損害を当該保険

契約により填補することとしております。上記監督役員候補者３名は、現在、いずれ

も監督役員として当該保険契約の被保険者に含められており、監督役員に就任した場

合には、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該

保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定です。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴

１
 　

よこ

横 
ち

地　
しげ

重 
かず

和

（1967年６月10日）

2000年11月　三井不動産株式会社　入社

2011年４月　同社　不動産ソリューションサービス本部

　　　　　　ソリューションサービス企画室

　　　　　　企画グループ長

2014年４月　同社　不動産ソリューションサービス本部

　　　　　　法人ソリューション部

　　　　　　ソリューション営業グループ長

2018年４月　同社　ロジスティクス本部　ロジスティク

　　　　　　ス営業部長

2022年４月　同社　ロジスティクス本部　ロジスティク

　　　　　　ス運営部長

2024年４月　三井不動産フロンティアリートマネジメン

ト株式会社　出向

　　　　　　代表取締役社長就任（現在に至る）

第７号議案　補欠執行役員２名選任の件

　執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備

え、2026年４月１日付で補欠執行役員２名の選任をお願いするものです。本

議案をご承認いただいた場合の執行役員への就任の優先順位は、横地重和を

第一順位、柴田守郎を第二順位とします。

　また、本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期

間は、現行規約第18条第３項本文の定めにより、第５号議案における執行役

員の任期が満了する時である2028年３月31日までとなります。

　なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2026年２月16日開催の役員

会において、監督役員の全員の同意によって提出するものです。

　また、補欠執行役員の選任の効力については、就任の前に限り、本投資法

人の役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとします。

　補欠執行役員候補者は次のとおりです。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴

２
 　

しば

柴 
た

田　
もり

守 
お

郎

（1965年11月６日）

1988年４月　三井不動産株式会社　入社

2005年７月　株式会社三井不動産アコモデーション

　　　　　　ファンドマネジメント　出向　取締役財務

本部長

2012年４月　三井不動産株式会社　経理部　財務グルー

　　　　　　プ長

2016年４月　日本ビルファンドマネジメント株式会社 

出向 取締役投資本部長

2021年４月　三井不動産ロジスティクスリートマネジメ

ント株式会社　出向　取締役投資運用本部

長

2025年４月 三井不動産フロンティアリートマネジメン

ト株式会社　出向　取締役財務部長就任

（現在に至る）

・上記補欠執行役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を所有していません。

・上記補欠執行役員候補者横地重和は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フ

ロンティアリートマネジメント株式会社の代表取締役社長です。

・上記補欠執行役員候補者柴田守郎は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フ

ロンティアリートマネジメント株式会社の取締役財務部長です。

・上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き、特別の利害関係はあり

ません。

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要は次のとおりです。

本投資法人は、投信法第116条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に

起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる一定の損害を当該保険

契約により填補することとしています。上記補欠執行役員候補者が執行役員に就任し

た場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険

契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定です。
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参考事項

　本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれにも投信法第93条第１項の規定に基づく現行規約第14条第１項に

定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第１号議案から第

７号議案までの各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当し

ておりません。また、現行規約第14条第３項に定める各事項に係る議案について

は、「みなし賛成」の規定は適用されませんが、本投資主総会に提出される議案

に同項に定める各事項に係る議案は含まれません。

以　上
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東京都千代田区大手町一丁目２番１号

O t e m a c h i  O n e  三 井 物 産 ビ ル ４ 階

「大手町三井カンファレンス」Room７．８

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ３ － ５ ２ ２ ０ － ６ ９ ０ ６ （ 代 表 )

前回の投資主総会と開催場所が異なりますので、ご来場
の際は、お間違えのないようお願い申し上げます。

第11回投資主総会会場ご案内図

日

比

谷

通

り

皇
居

経団連

会館

ＪＡ

ビル

ＫＤＤＩ

大手町

ビル

読売新聞

ビル

東京
サンケイ
ビル

星のや

東京

大手町パークビルディング 大手町ビル

パレスホテル

東京

新丸の内

ビル

永楽ビル

三菱UFJ
信託銀行

丸の内ビル

アマン東京

OOTEMORI

大手町
ファースト
スクエア

大手町
タワー・
ENEOSビル

大手

センタービル

三井住友銀行 銀行

会館

東京海上

日動

Otemachi

Oneタワー
三井物産
ビル 丸

ノ
内
線
大
手
町
駅

丸
ノ
内
線
東
京
駅

千
代
田
線
大
手
町
駅

三
田
線
大
手
町
駅

東西線大手町駅

半蔵門線大手町駅

内

堀

通

り

日経

ビル

JR東京駅
丸の内側

至神田

大手庵

Enoteca Doro

PRONTO

山城屋
酒店

1階へ

1階へ

C4

地下2階

ヴェンキ堀口珈琲

三井物産ビル OtemachiOne
タワー

フォー
シーズンズ
ホテル

地上入口タクシー
のりば

4階へ

地下2階
より

4階へ

1階

地下直結C4出口からのご案内

C4出口を入り、エスカレーター・エレベー

ターにて1階へお上がりください。1階中央

に4階行きのエスカレーター・エレベーターが

ございます。

C5

C4直結

C2a

大手町三井
カンファレンス
Otemachi One
三井物産ビル4階

C6a

C2b
C2c

C1

C3

C7

C8

C11C10
C9

C13a

C12 B0

B1

A1

A4
E1

E2C6b

（交　通）「大手町駅」C4又はC5出口直結、C2a出口正面

　　　　　（東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線・都営三田線）

　なお、当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場

はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

※投資主総会及びその後の「運用状況報告会」にご出席の投資主様へのお土産のご用

意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。


